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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート部材によって形成された袋体、及び、前記袋体に収容されたアプリケーター付き
タンポンを有するタンポンの包装体であって、
　前記袋体は、
　　その長手方向に沿う前記シート部材の側端部が互いに接合された接合部と、
　　前記袋体の外周に沿って配された切り取り線と、を有し、
　前記長手方向において、前記切り取り線の上端は、前記袋体の中心よりも上方に位置し
、
　前記袋体を前記長手方向の上方から見たときに、
　　前記切り取り線は、前記接合部に対向する点を跨いでおり、且つ、前記接合部を跨い
でおらず、
　　前記切り取り線は、前記接合部と前記接合部に対向する点とを結ぶ仮想線で２分され
る一方側の部位と、他方側の部位とを有し、
　前記切り取り線の、前記一方側の部位と前記他方側の部位とのうちの少なくとも一方は
、前記接合部に向かって前記長手方向の下方に傾斜していること、を特徴とするタンポン
の包装体。
【請求項２】
　請求項１に記載のタンポンの包装体であって、
　前記切り取り線の、前記一方側の部位と前記他方側の部位との両方が、前記接合部に向
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かって前記長手方向の下方に傾斜していること、を特徴とするタンポンの包装体。
【請求項３】
　請求項２に記載のタンポンの包装体であって、
　前記切り取り線での開封後の状態において、
　　前記接合部は前記長手方向に折れており、
　　前記接合部の折れ線よりも一方側の前記接合部の部位と、前記折れ線よりも他方側の
前記接合部の部位との成す角度が鋭角であること、を特徴とするタンポンの包装体。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載のタンポンの包装体であって、
　前記袋体は、前記切り取り線、及び、前記切り取り線の両端を繋ぐ第２の仮想線よりも
前記長手方向の上方の部位を有し、
　前記上方の部位を前記長手方向の上方から見て、前記仮想線に直交する第３の仮想線で
２分したときに、前記接合部側の部位の方が、その反対側の部位よりも重いこと、を特徴
とするタンポンの包装体。
【請求項５】
　請求項２から請求項４の何れか１項に記載のタンポンの包装体であって、
　前記接合部では、前記長手方向に直交する横方向に所定の長さを有する溶着部が前記長
手方向に複数並んでいること、を特徴とするタンポンの包装体。
【請求項６】
　請求項２から請求項５の何れか１項に記載のタンポンの包装体であって、
　前記袋体を展開した状態において、前記切り取り線の中心における接線は、前記シート
部材の前記側端部に直交する方向に沿っていること、を特徴とするタンポンの包装体。
【請求項７】
　請求項２から請求項６の何れか１項に記載のタンポンの包装体であって、
　前記切り取り線の端部における接線と前記長手方向とで成す角度のうち、前記長手方向
の上方の角度は、０度以上４５度以下であること、を特徴とするタンポンの包装体。
【請求項８】
　請求項２から請求項７の何れか１項に記載のタンポンの包装体であって、
　前記切り取り線の中心部は、前記長手方向の上方に凸となる円弧形状であること、を特
徴とするタンポンの包装体。
【請求項９】
　請求項８に記載のタンポンの包装体であって、
　前記切り取り線の端部は、前記接合部に向かって前記長手方向の下方に傾斜した直線形
状であること、を特徴とするタンポンの包装体。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９の何れか１項に記載のタンポンの包装体であって、
　前記切り取り線の上端から下端までの前記長手方向の長さが、前記アプリケーターの挿
入方向における先端部の最大径以上であること、を特徴とするタンポンの包装体。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０の何れか１項に記載のタンポンの包装体であって、
　前記切り取り線の少なくとも一方の端は、前記接合部に達していないこと、を特徴とす
るタンポンの包装体。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のタンポンの包装体であって、
　前記接合部の形成のために前記シート部材が重ね合されている重ね合せ部を有し、
　前記長手方向に直交する横方向において、前記切り取り線の端から前記重ね合せ部まで
の長さが、前記重ね合せ部の長さよりも短いこと、を特徴とするタンポンの包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、アプリケーター付きタンポンの包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用品として、タンポンの挿入補助具であるアプリケーター付きのタンポンが知られ
ている。一般的にアプリケーター付きタンポンは衛生上の理由から個別に袋体に収容され
た状態で市販されている。特許文献１には、袋体（包装体）からアプリケーター付きタン
ポンを取り出すための切り取り線（脆弱線）を、袋体の９５％未満の周囲に配することが
記載されている。そうすることで、切り取り線の破断後も、袋体が２片以上に分離せず、
廃棄し易くなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１０－５０９９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　但し、特許文献１に開示されている切り取り線は、袋体を形成するシート部材が重ね合
されて接合された接合部から開始している。また、袋体の表面及び裏面にそれぞれ配され
ている切り取り線が、接合部に対向する側に向かって上方に傾斜している。
　そのため、開封後に、切り取り線よりも上方の蓋部と下方の本体部とを繋ぐ部位が、１
枚のシート部材から構成される柔らかい部位となる。よって、使用者が蓋部を開いた際に
折り目が付き難く、蓋部が本体部側に戻り易い。また、蓋部のうち、切り取り線の開始側
の方が、本体部と繋がる側に比べて、重くなっている。これは、切り取り線の開始側の方
が、面積が大きく、接合部も存在しているからである。この点からも蓋部が本体部側に戻
り易い。
　使用済のアプリケーターは経血等が付着しているため、袋体に戻されて廃棄される。そ
のため、蓋部が本体部側に戻ってしまうと、切り取り線で形成された開口部が閉じてしま
い、使用済みのアプリケーターを戻し難くなってしまう。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、容易に廃棄できるアプリ
ケーター付きタンポンの包装体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための主たる発明は、シート部材によって形成された袋体、及び、
前記袋体に収容されたアプリケーター付きタンポンを有するタンポンの包装体であって、
前記袋体は、その長手方向に沿う前記シート部材の側端部が互いに接合された接合部と、
前記袋体の外周に沿って配された切り取り線と、を有し、前記長手方向において、前記切
り取り線の上端は、前記袋体の中心よりも上方に位置し、前記袋体を前記長手方向の上方
から見たときに、前記切り取り線は、前記接合部に対向する点を跨いでおり、且つ、前記
接合部を跨いでおらず、前記切り取り線は、前記接合部と前記接合部に対向する点とを結
ぶ仮想線で２分される一方側の部位と、他方側の部位とを有し、前記切り取り線の、前記
一方側の部位と前記他方側の部位とのうちの少なくとも一方は、前記接合部に向かって前
記長手方向の下方に傾斜していること、を特徴とするタンポンの包装体である。
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、容易に廃棄できるアプリケーター付きタンポンの包装体を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】図１Ａはタンポンの包装体１の正面図であり、図１Ｂはタンポンの包装体１の裏
面図である。
【図２】袋体１０を展開した状態の図である。
【図３】図３Ａは袋体１０を長手方向の上方から見た図であり、図３Ｂは袋体１０を横方
向に切った断面図である。
【図４】図４Ａ及び図４Ｂは切り取り線３０よりも上方の蓋部１５を説明する図である。
【図５】袋体１０の開封後の状態を説明する図である。
【図６】袋体１０の開封後の状態を説明する図である。
【図７】図７Ａ及び図７Ｂは切り取り線３０の変形例を説明する図である。
【図８】図８Ａ及び図８Ｂは第２実施形態におけるタンポンの包装体１の切り取り線３０
を説明する図である。
【図９】袋体１０の開封後の状態を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　シート部材によって形成された袋体、及び、前記袋体に収容されたアプリケーター付き
タンポンを有するタンポンの包装体であって、前記袋体は、その長手方向に沿う前記シー
ト部材の側端部が互いに接合された接合部と、前記袋体の外周に沿って配された切り取り
線と、を有し、前記長手方向において、前記切り取り線の上端は、前記袋体の中心よりも
上方に位置し、前記袋体を前記長手方向の上方から見たときに、前記切り取り線は、前記
接合部に対向する点を跨いでおり、且つ、前記接合部を跨いでおらず、前記切り取り線は
、前記接合部と前記接合部に対向する点とを結ぶ仮想線で２分される一方側の部位と、他
方側の部位とを有し、前記切り取り線の、前記一方側の部位と前記他方側の部位とのうち
の少なくとも一方は、前記接合部に向かって前記長手方向の下方に傾斜していること、を
特徴とするタンポンの包装体である。
【００１０】
　このようなタンポンの包装体によれば、切り取り線が接合部を跨がないため、切り取り
線よりも上方の蓋部と下方の本体部とが分離せず、廃棄が容易となる。また、切り取り線
の一方側の部位と他方側の部位とのうちの少なくとも一方が下方に傾斜していることで、
蓋部が本体部から垂れ下がる状態や、蓋部が本体部に対して捻じれる状態が維持され易く
、切り取り線で形成された袋体の開口部が開いた状態となる。よって、使用済みのアプリ
ケーターを袋体に戻し易く、廃棄が容易となる。
【００１１】
　かかるタンポンの包装体であって、前記切り取り線の、前記一方側の部位と前記他方側
の部位との両方が、前記接合部に向かって前記長手方向の下方に傾斜していること、を特
徴とするタンポンの包装体である。
【００１２】
　このようなタンポンの包装体によれば、蓋部が本体部から垂れ下がり易く、切り取り線
で形成された袋体の開口部が開いた状態となる。よって、アプリケーターを袋体に戻し易
く、廃棄が容易となる。
【００１３】
　かかるタンポンの包装体であって、前記切り取り線での開封後の状態において、前記接
合部は前記長手方向に折れており、前記接合部の折れ線よりも一方側の前記接合部の部位
と、前記折れ線よりも他方側の前記接合部の部位との成す角度が鋭角であること、を特徴
とするタンポンの包装体である。
【００１４】
　このようなタンポンの包装体によれば、切り取り線で形成された袋体の開口部が開いた
状態となる。よって、アプリケーターを袋体に戻し易く、廃棄が容易となる。
【００１５】
　かかるタンポンの包装体であって、前記袋体は、前記切り取り線、及び、前記切り取り
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線の両端を繋ぐ第２の仮想線よりも前記長手方向の上方の部位を有し、前記上方の部位を
前記長手方向の上方から見て、前記仮想線に直交する第３の仮想線で２分したときに、前
記接合部側の部位の方が、その反対側の部位よりも重いこと、を特徴とするタンポンの包
装体である。
【００１６】
　このようなタンポンの包装体によれば、蓋部が本体部から垂れ下がり易く、切り取り線
で形成された袋体の開口部が開いた状態となる。よって、アプリケーターを袋体に戻し易
く、廃棄が容易となる。
【００１７】
　かかるタンポンの包装体であって、前記接合部では、前記長手方向に直交する横方向に
所定の長さを有する溶着部が前記長手方向に複数並んでいること、を特徴とするタンポン
の包装体である。
【００１８】
　このようなタンポンの包装体によれば、接合部が長手方向に折れた状態が維持され易く
、切り取り線で形成された袋体の開口部が開いた状態となる。よって、アプリケーターを
袋体に戻し易く、廃棄が容易となる。
【００１９】
　かかるタンポンの包装体であって、前記袋体を展開した状態において、前記切り取り線
の中心における接線は、前記シート部材の前記側端部に直交する方向に沿っていること、
を特徴とするタンポンの包装体である。
【００２０】
　このようなタンポンの包装体によれば、切り取り線の破り始めが容易となるため、不要
に強い力が加わり接合部が破れてしまうことを防止できる。よって、袋体が分離せず、廃
棄が容易となる。
【００２１】
　かかるタンポンの包装体であって、前記切り取り線の端部における接線と前記長手方向
とで成す角度のうち、前記長手方向の上方の角度は、０度以上４５度以下であること、を
特徴とするタンポンの包装体である。
【００２２】
　このようなタンポンの包装体によれば、蓋部が本体部から垂れ下がり易く、切り取り線
で形成された袋体の開口部が開いた状態となる。よって、アプリケーターを袋体に戻し易
く、廃棄が容易となる。
【００２３】
　かかるタンポンの包装体であって、前記切り取り線の中心部は、前記長手方向の上方に
凸となる円弧形状であること、を特徴とするタンポンの包装体である。
【００２４】
　このようなタンポンの包装体によれば、開封時に加わる力が横方向から長手方向へとス
ムーズに切り替わり、接合部の破れを防止できる。よって、袋体が分離せず、廃棄が容易
となる。
【００２５】
　かかるタンポンの包装体であって、前記切り取り線の端部は、前記接合部に向かって前
記長手方向の下方に傾斜した直線形状であること、を特徴とするタンポンの包装体である
。
【００２６】
　このようなタンポンの包装体によれば、切り取り線で形成された袋体の開口部が広くな
る。よって、アプリケーターを袋体に戻し易く、廃棄が容易となる。
【００２７】
　かかるタンポンの包装体であって、前記切り取り線の上端から下端までの前記長手方向
の長さが、前記アプリケーターの挿入方向における先端部の最大径以上であること、を特
徴とするタンポンの包装体である。
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【００２８】
　このようなタンポンの包装体によれば、袋体の内周面にアプリケーターを突き当てて戻
すことができ、廃棄が容易となる。
【００２９】
　かかるタンポンの包装体であって、前記切り取り線の少なくとも一方の端は、前記接合
部に達していないこと、を特徴とするタンポンの包装体である。
【００３０】
　このようなタンポンの包装体によれば、接合部の破れを防止できる。よって、袋体が分
離せず、廃棄が容易となる。
【００３１】
　かかるタンポンの包装体であって、前記接合部の形成のために前記シート部材が重ね合
されている重ね合せ部を有し、前記長手方向に直交する横方向において、前記切り取り線
の端から前記重ね合せ部までの長さが、前記重ね合せ部の長さよりも短いこと、を特徴と
するタンポンの包装体である。
【００３２】
　このようなタンポンの包装体によれば、切り取り線で形成された袋体の開口部が広くな
る。よって、アプリケーターを袋体に戻し易く、廃棄が容易となる。
【００３３】
＝＝＝第１実施形態＝＝＝
〔１．タンポンの包装体１の基本構成〕
　図１Ａはタンポンの包装体１の正面図であり、図１Ｂはタンポンの包装体１の裏面図で
ある。図２は袋体１０を展開した状態の図である。図３Ａは袋体１０を長手方向の上方か
ら見た図であり、図３Ｂは袋体１０を横方向に切った断面図である。
【００３４】
　タンポンの包装体１は、フィルムや不織布等の柔軟なシート部材２によって形成された
袋体１０、及び、袋体１０に収容されたアプリケーター付きタンポン２０を有する。
【００３５】
　図１Ａ及び図１Ｂに示すように、タンポン２１は、経血等を吸収する吸収体２２と、吸
収体２２を体内から取り出す紐部材２３とを有する。アプリケーター２４は、タンポン２
１を体内に挿入する補助具であり、外筒２５及び内筒２６を有する。外筒２５の先端部分
にタンポン２１の吸収体２２が収容されている。外筒２５に内筒２６が押し込まれると、
外筒２５の先端からタンポン２１が押し出されて、体内へ挿入される。
【００３６】
　袋体１０は、互いに直交する長手方向及び横方向を有し、図２に示す１枚のシート部材
２から形成されている。詳しくは、袋体１０の長手方向に沿うシート部材２の側端部２ａ
，２ｂが重ね合されて互いに接合されることによって、シート部材２は筒形状となる。そ
の筒の内部にアプリケーター付きタンポン２０が配された状態で、シート部材２の上端部
の内側面同士が接合されて上方接合部１２が形成され、シート部材２の下端部の内側面同
士が接合されて下方接合部１３が形成される。そうして、袋体１０内にアプリケーター付
きタンポン２０が収容される。
【００３７】
　以下、シート部材２が重ね合されている部位を重ね合せ部１８といい、シート部材２が
接合されている部位を側方接合部１１（本発明の接合部）という。側方接合部１１の横方
向の長さは、重ね合せ部１８の横方向の長さ以下とする。
【００３８】
　また、側方接合部１１では、図３Ｂに示すように、シート部材２の一方の側端部２ａの
内側面と他方の側端部２ｂの外側面とが接合されている。但しこれに限らず、例えば、シ
ート部材２の側端部２ａ，２ｂの内側面同士が接合されていてもよい。
【００３９】
　本実施形態では、図１Ａに示すように、袋体１０の横方向一方側の側端部に側方接合部
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１１が位置している状態を正面としている。また、上方接合部１２及び下方接合部１３は
、横方向に沿って形成されているが、これに限らず、上方接合部１２及び下方接合部１３
が、図１Ａの紙面に直交する方向に沿って形成されていてもよい。
【００４０】
　また、袋体１０には外周に沿って切り取り線３０が配されている。切り取り線３０が配
された部位は、周囲の部位に比べて強度が弱く、破れ易くなっている。切り取り線３０の
破断により、袋体１０に開口部が形成され、アプリケーター付きタンポン２０が外部に取
り出し可能となる。
【００４１】
〔２．切り取り線３０について〕
　図４Ａ及び図４Ｂは切り取り線３０よりも上方の蓋部１５を説明する図である。図５及
び図６は袋体１０の開封後の状態を説明する図である。図７Ａ及び図７Ｂは、切り取り線
３０の変形例を説明する図であり、袋体１０が展開した状態の図である。
【００４２】
　以下、袋体１０のうち、開封直後にアプリケーター付きタンポン２０が配されている部
位を「本体部１４」といい、本体部１４から切り離される部位を「蓋部１５」という。詳
しくは、切り取り線３０、及び、切り取り線３０の両端３０ａ，３０ｂを繋ぐ仮想線Ｌａ
よりも長手方向下方の部位が本体部１４であり、上方の部位が蓋部１５である。
【００４３】
　図４Ａ及び図４Ｂでは、切り取り線３０の両端３０ａ，３０ｂを繋ぐ仮想線Ｌａ（本発
明の第２の仮想線）として、切り取り線３０の両端部からそれぞれ延長した線を例示して
いる。但しこれに限らず、例えば、切り取り線３０の両端３０ａ，３０ｂを横方向に沿っ
て繋ぐ線を仮想線Ｌａとしてもよい。
【００４４】
　袋体１０を長手方向の上方から見たときに（図３Ａ）、切り取り線３０は、側方接合部
１１に対向する点Ｐ１を跨いでおり、且つ、側方接合部１１を跨いでいない。そのため、
切り取り線３０での開封後も、本体部１４と蓋部１５とが側方接合部１１で繋がり、袋体
１０が２片以上に分離しない。よって、袋体１０の廃棄が容易である。
【００４５】
　また、袋体１０を長手方向の上方から見たときに（図３Ａ）、切り取り線３０は、側方
接合部１１と側方接合部１１に対向する点Ｐ１とを結ぶ仮想線Ｌｂ（本発明の仮想線）で
２分される一方側の部位３１（３０ｃ～３０ａ）と、他方側の部位３２（３０ｃ～３０ｂ
）とを有する。そして、図１Ａ及び図１Ｂに示すように、切り取り線３０の一方側の部位
３１と他方側の部位３２との両方が、側方接合部１１に向かって長手方向の下方に傾斜し
ている。
【００４６】
　そのため、使用者が切り取り線３０の上下を摘まんで切り取り線３０を破る際に、切り
取り線３０の端３０ａ，３０ｂを越えて、下方に傾斜する切り取り線３０の延長線（仮想
線Ｌａ）に沿って袋体１０が破れ易い。但し、側方接合部１１は、シート部材２が２層に
重ねられ接合されており、破れ難い。よって、その後は、側方接合部１１の両側端１１ａ
，１１ｂに沿って下方へ袋体１０が破れ易い。
【００４７】
　換言すると、切り取り線３０を横方向に破る力が、側方接合部１１にて抑えられるため
、袋体１０が２片以上に分離し難く、袋体１０の廃棄が容易である。
【００４８】
　その結果、切り取り線３０での開封後の状態において（図５）、幅の狭い側方接合部１
１は、蓋部１５の重みにより長手方向に折れ、蓋部１５は本体部１４から垂れ下がる状態
となる。よって、使用者が蓋部１５から手を離しても、蓋部１５は本体部１４側に戻り難
く、切り取り線３０で形成された袋体１０の開口部１６が開いた状態となる。
【００４９】
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　また、蓋部１５を長手方向の上方から見て（図３Ａ）、側方接合部１１とそれに対向す
る点Ｐ１とを結ぶ仮想線Ｌｂに直交する仮想線Ｌｃ（本発明の第３の仮想線）で２分した
ときに、側方接合部１１側の部位１５Ａの方が、その反対側の部位１５Ｂよりも重くなっ
ている。
【００５０】
　換言すると、蓋部１５を正面から見て（図４Ａ）、側方接合部１１を横方向に２分する
位置１１ｃと、それに対向する袋体１０の側端１０ａとの中心線ＣＬ１で、蓋部１５を２
分したときに、側方接合部１１側の部位１５Ａの方が重くなっている。これは側方接合部
１１側の蓋部の部位１５Ａの方が、面積が大きく、また、側方接合部１１が存在するから
である。
【００５１】
　そのため、図５や図６に示すように蓋部１５が本体部１４から垂れ下がった状態が維持
され易い。また、切り取り線３０までしか袋体１０が破られなかった場合にも、開封時に
袋体１０が図４Ａに示す矢印方向に傾けられると、側方接合部１１側の蓋部の部位１５Ａ
の重さにより、蓋部１５が本体部１４側に戻り難い。
【００５２】
　つまり、切り取り線３０での開封後の状態において、図６に示すように、側方接合部１
１の折れ線ＦＬよりも一方側の側方接合部１１の部位１１Ａと、折れ線ＦＬよりも他方側
の側方接合部１１の部位１１Ｂとの成す角度θ１が鋭角となり易く、袋体１０の開口部１
６が開いた状態となる。
【００５３】
　使用済のアプリケーター２４には経血等が付着しているため、一般に、袋体１０に戻さ
れて廃棄される。そのため、袋体１０の開口部１６が開いた状態であると、使用者は蓋部
１５を指で抑えることなくアプリケーター２４を袋体１０に戻すことができ、容易に廃棄
できる。また、袋体１０の外側面に経血等が付着し難いため、使用者の手等が汚れてしま
うことを防止できる。
【００５４】
　なお、図７Ａ及び図７Ｂに示す変形例の切り取り線３０であってもよい。これらの場合
も、蓋部１５が本体部１４側に戻り難くなる。
【００５５】
　また、図１Ｂや図２に示すように、袋体１０の長手方向において、切り取り線３０の上
端３０ｃは、袋体１０の中心１０ｂよりも上方に位置している。つまり、切り取り線３０
が長手方向の一方側に寄って配されている。使用者は、通常、切り取り線３０が寄って配
されている側を上にして切り取り線３０を破る。そのため、仮に袋体１０に表示がなくと
も、側方接合部１１に向かって下方に傾斜した切り取り線３０で袋体１０は開封される。
【００５６】
　切り取り線３０としては、多数の穴部（シート部材２の厚さ方向に凹んだ部位、或いは
貫通した部位）が間隔を空けて並んだものを例示できる。その場合、切り取り線３０の延
びる方向において、非穴部よりも穴部を長くするとよい。逆の場合、切り取り線３０が破
れ難くなり、開封時に不要に強い力が加わり、側方接合部１１が破れ易くなってしまう。
但し、生産時や持ち運び時などの切り取り線３０の不要な破れを防止するために、非穴部
の長さを０．１ｍｍ以上にするとよい。また、切り取り線３０が連続した穴部（溝）であ
ってもよい。
【００５７】
　側方接合部１１としては、溶着（例えば熱溶着、超音波溶着、レーザー溶着等）によっ
てシート部材２が接合されたものを例示できる。その場合、図１Ａ等に示すように、側方
接合部１１において、袋体の横方向に延びた溶着部１７、つまり横方向に所定の長さを有
する溶着部１７を、長手方向に複数並んで配することが好ましい。
【００５８】
　そうすることで、図５や図６に示すように、側方接合部１１が溶着部１７に沿って長手
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方向に折れ易く、その状態が維持され易い。よって、袋体１０の開口部１６が開いた状態
となり、アプリケーター２４を袋体１０に戻し易く、廃棄が容易となる。但し、側方接合
部１１の接合方法は溶着に限らず、例えば接着剤による接合等であってもよい。
【００５９】
　また、切り取り線３０の一方側の部位３１と他方側の部位３２とが、側方接合部１１に
向かって長手方向の下方に傾斜していることで、図５に示すように、側方接合部１１と対
向する側の袋体１０の内周面１０Ａが露出し、且つ、開口部１６が長手方向に広くなる。
そのため、アプリケーター２４を袋体１０に戻し易く、廃棄が容易となる。
【００６０】
　更に、切り取り線３０の上端３０ｃから下端３０ａ，３０ｂまでの長手方向の長さＬ１
を、アプリケーター２４の挿入方向における先端部（外筒２５）の最大径Ｌ２以上（Ｌ１
≧Ｌ２）にするとよい。
【００６１】
　そうすることで、袋体１０の内周面１０Ａがアプリケーター２４の先端部よりも長手方
向に広く露出する。よって、アプリケーター２４の先端部を、袋体１０の露出している内
周面１０Ａに突き当てて、袋体１０の内周面１０Ａに沿わせてアプリケーター２４を袋体
１０に戻すことができる。よって、アプリケーター２４の廃棄がより一層容易となる。
【００６２】
　また、切り取り線３０は、袋体１０を展開した状態において（図２）、シート部材２の
横方向における中心線ＣＬ２に対して対称な形状を成している。袋体１０を展開した状態
とは、側方接合部１１の接合を解除して袋体１０を開いた状態である。シート部材２の長
手方向が袋体１０の長手方向に対応し、シート部材２の横方向（シート部材２の側端部２
ａ，２ｂに直交する方向）が、袋体１０の横方向に対応している。
【００６３】
　切り取り線３０の形状を詳しく説明すると、切り取り線３０の中心部、つまり袋体１０
を上方から見たときに側方接合部１１に対向する点Ｐ１を跨ぐ部位（３０ｄ～３０ｅ）が
、長手方向の上方に凸となる円弧形状となっている。
【００６４】
　そのため、例えば図７Ａに示す台形形状である変形例の切り取り線３０に比べて、開封
時に加わる力が、袋体１０の横方向から長手方向へとスムーズに切り替わる。よって、切
り取り線３０の破り始めに加わる横方向の力が抑えられずに側方接合部１１が破れてしま
うことを防ぎ、袋体１０が２片以上に分離してしまうことを防止できる。
【００６５】
　また、図７Ａの変形例の切り取り線３０のように横方向に沿う直線部分を有さないよう
にすることで、開封前に袋体１０が切り取り線３０で折れてしまうことを防止できる。よ
って、袋体１０の不要な開封を防止でき、アプリケーター付きタンポン２０の衛生状態が
保たれる。
【００６６】
　また、袋体２を展開した状態において（図２）、切り取り線３０の中心３０ｃにおける
接線Ｌｄが、シート部材２の横方向（袋体１０の横方向）に沿っていることが好ましい。
つまり、切り取り線３０の中心３０ｃ及びその近傍が、袋体１０の横方向と略平行である
ことが好ましい。
【００６７】
　そうすることで、使用者が切り取り線３０の上下を摘まんで破る際に、切り取り線３０
の中心３０ｃ及びその近傍に力が加わり易く、使用者は切り取り線３０を容易に破り始め
ることができる。よって、開封時に不要に強い力が加わって側方接合部１１が破れてしま
うことを防止でき、袋体１０が２片以上に分離してしまうことを防止できる。
【００６８】
　なお、図７Ａの変形例の場合、切り取り線３０の直線部分が、切り取り線３０の中心３
０ｃにおける接線に相当するものとする。図７Ａの変形例の切り取り線３０も上記と同様



(10) JP 6357557 B1 2018.7.11

10

20

30

40

50

の効果が得られる。
【００６９】
　また、切り取り線３０の中心３０ｃ及びその近傍が袋体１０の横方向に略平行であると
、例えば図７Ｂに示す三角形状である変形例の切り取り線３０に比べて、側方接合部１１
に対向する袋体１０の内周面１０Ａの幅を広くできる（図５参照）。よって、袋体１０の
内周面１０Ａにアプリケーター２４を突き当て易く、アプリケーター２４を袋体１０に戻
し易くなる。
【００７０】
　また、切り取り線３０の円弧部分（３０ｄ～３０ｅ）の曲率半径が大きく、曲がりが緩
やかであることが好ましい。そうすることで、切り取り線３０の中心３０ｃ及びその近傍
が、袋体１０の横方向に沿い易くなり、上記の効果がより得られる。
【００７１】
　具体的には、図２に示すように、切り取り線３０の中心３０ｃから切り取り線３０の端
３０ａ又は３０ｂまでの横方向の長さＬ３を２５ｍｍとした場合、切り取り線３０の円弧
部分の半径Ｌ１を１５ｍｍ～２５ｍｍ程度にするとよい。半径Ｌ１が１５ｍｍよりも小さ
いと、切り取り線３０の横方向の長さが短くなり、袋体１０の開口部１６が狭くなってし
まう。逆に半径Ｌ１が２５ｍｍよりも大きいと、切り取り線３０の長手方向の長さが短く
なり、袋体１０の内周面１０Ａにアプリケーター２４を突き当て難くなってしまう。
【００７２】
　また、仮に切り取り線３０の全てが円弧形状であると、図４Ｂに示す点線Ｌｄの位置に
て袋体１０が開封され、袋体１０の開口部１６が狭くなってしまう。そこで、切り取り線
３０の端部（３０ｄ～３０ａと３０ｅ～３０ｂ）を、側方接合部１１に向かって長手方向
の下方に傾斜した直線形状にするとよい。そうすることで、袋体１０の開口部１６を広く
でき、アプリケーター２４を袋体１０に戻し易くなる。
【００７３】
　また、図２に示すように、切り取り線３０の端部（３０ｄ～３０ａと３０ｅ～３０ｂ）
における接線と、袋体１０の長手方向とで成す角度のうち、長手方向の上方の角度θ２が
、０度以上４５度以下であることが好ましい。なお、本実施形態のように、切り取り線３
０の端部が直線形状である場合、その直線部分が、切り取り線３０の端部における接線に
相当するものとする。
【００７４】
　つまり、切り取り線３０の端部の下方への傾斜を急にする。そうすると、蓋部１５と本
体部１４を繋ぐ部位の面積が小さくなり、蓋部１５が本体部１４から垂れ下がる状態とな
り易く、蓋部１５は本体部１４側に戻り難くなる。また、切り取り線３０の長手方向の長
さを確保し易く、袋体１０の内周面１０Ａにアプリケーター２４を突き当て易くなる。
【００７５】
　なお、切り取り線３０は、シート部材２の中心線ＣＬ２に対して非対称な形状であって
もよい。切り取り線３０の一方側の部位３１及び他方側の部位３２が、側方接合部１１に
向かって下方に傾斜していればよく、例えば、切り取り線３０の一方側の部位３１と他方
側の部位３２とで長手方向の長さや横方向の長さが異なっていたり、切り取り線３０の一
方側の部位３１が図１Ａに示すように円弧形状である部分を有するのに対して、他方側の
部位３２が図７Ａや図７Ｂに示すように直線で構成されていたりする等、種々の形状を実
施できる。
【００７６】
　また、切り取り線３０の端３０ａ，３０ｂの少なくとも一方は、側方接合部１１に達し
ていないことが好ましい。本実施形態の切り取り線３０では、両端３０ａ，３０ｂが側方
接合部１１に達していない。
【００７７】
　そうすることで、開封時に側方接合部１１が破れ難く、袋体１０が２片以上に分離して
しまうことを防止できる。また、切り取り線３０の不要な破れを防止できる。
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【００７８】
　一方、切り取り線３０が側方接合部１１から離れ過ぎていると、袋体１０の開口部１６
が狭くなってしまう。そこで、図２に示すように、袋体１０の横方向において、切り取り
線３０の端３０ａ，３０ｂからシート部材２の重ね合せ部１８までの長さＷ１を、重ね合
せ部１８の長さＷ２よりも短くすることが好ましい（Ｗ１＜Ｗ２）。
【００７９】
　そうすることで、袋体１０の開口部１６を広くできる。また、蓋部１５と本体部１４を
繋ぐ部位の幅を小さくでき、蓋部１５が本体部１４から垂れ下がる状態となり易く、蓋部
１５が本体部１４側に戻り難くなる。よって、アプリケーター２４を袋体１０に戻し易く
なる。具体的には、重ね合せ部１８の長さＷ２を６ｍｍとした場合、切り取り線３０の端
３０ａ，３０ｂから重ね合せ部１８までの長さＷ１を０．３ｍｍ～５ｍｍ程度にするとよ
い。
【００８０】
　また、図１Ｂ等に示すように、アプリケーター付きタンポン２０は、体内に挿入される
外筒２５側が下方となるように袋体１０に収容され、切り取り線３０の下端３０ａ，３０
ｂが外筒２５の上端２５ａよりも上方であることが好ましい。そうすることで、開封時に
外筒２５が露出せず、衛生状態が保たれる。また、使用済の外筒２５が露出しないので、
使用者の手等の汚れを防止できる。
【００８１】
　また、アプリケーター２４（内筒２６）の上端２４ａが、切り取り線３０の上端３０ｃ
よりも上方であることが好ましい。そうすることで、アプリケーター２４の存在部と非存
在部との境界に位置する切り取り線３０が折れて不要に破れてしまうことを防止できる。
【００８２】
　また、一方向に延伸したシートをシート部材２に用いる等して、袋体１０の横方向と長
手方向とで、引き裂き強度を異ならせてもよい。
【００８３】
　例えば、袋体１０の横方向の引き裂き強度が強い場合、袋体１０の長手方向に破れ易く
なる。よって、開封時に加わる力が袋体１０の横方向から長手方向に変化し易く、切り取
り線３０に沿って破れ易くなる。
【００８４】
　逆に、袋体１０の長手方向の引き裂き強度が強い場合、袋体１０の横方向に破れ易くな
る。よって、使用者が切り取り線３０を容易に破り始めることができる。
【００８５】
　なお、引き裂き強度の比較は周知の方法で行えばよく、例えば引張り試験機を用いて比
較できる。簡単に説明すると、袋体１０において切り取り線３０の非存在部分をサンプル
として取得し、長手方向の引き裂き強度を測定する場合には、長手方向を引張り方向とし
、横方向の引き裂き強度を測定する場合には、横方向を引張り方向として、サンプルを引
張試験機にセットする。そして、サンプルを所定の速度で引張り、破断に至るまでの最大
荷重を求め、その値を引き裂き強度として比較するとよい。
【００８６】
＝＝＝第２実施形態＝＝＝
　図８Ａ及び図８Ｂは第２実施形態におけるタンポンの包装体１の切り取り線３０を説明
する図である。図８Ａはタンポンの包装体１の正面図であり、図８Ｂは袋体１０を展開し
た状態を示す図である。図９は袋体１０の開封後の状態を説明する図である。
【００８７】
　第２実施形態の切り取り線３０では、一方側の部位３１（３０ｆ～３０ｇ）は側方接合
部１１に向かって下方に傾斜しているが、他方側の部位３２（３０ｆ～３０ｈ）は側方接
合部１１に向かって上方に傾斜している。
【００８８】
　この場合、図９に示すように、蓋部１５が本体部１４に対して捻じれるように開封する
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。そのため、蓋部１５が本体部１４側に戻り難く、袋体１０の開口部１６が開いた状態と
なる。また、袋体１０の内周面１０Ａが露出する。よって、アプリケーター２４を袋体１
０に戻し易く、廃棄が容易となる。
【００８９】
　更に、第２実施形態の切り取り線３０では、その両端３０ｇ，３０ｈが長手方向に大き
くずれている。そのため、開封時に加わる横方向の力が強く、側方接合部１１が破れてし
まったとしても、切り取り線３０の一端３０ｇからの切れ目と他端３０ｈからの切れ目と
が連続し難い。よって、袋体１０が２片以上に分離し難く、廃棄が容易となる。
【００９０】
　また、第２実施形態においても、第１実施形態と同様に、切り取り線３０の上端３０ｈ
から下端３０ｇまでの長手方向の長さＬ１が、アプリケーター２４の先端部の最大径Ｌ２
以上（Ｌ１≧Ｌ２）であることが好ましい。そうすることで、アプリケーター２４の先端
部を袋体１０の内周面１０Ａに突き当てることができ、アプリケーター２４を袋体１０に
戻し易くなる。
【００９１】
　また、切り取り線３０の端３０ｇ，３０ｈが側方接合部１１に達していないことが好ま
しく、そうすることで、切り取り線３０の不要な破れを防止できる。
【００９２】
　また、袋体１０の横方向において、切り取り線３０の端３０ｇ，３０ｈからシート部材
２の重ね合せ部１８までの長さＷ１が、重ね合せ部１８の長さＷ２よりも短いことが好ま
しい。そうすることで、袋体１０の開口部１６を大きくでき、また、本体部１４に対して
蓋部１５が捻じれた状態が維持され易い。
【００９３】
　なお、図示しないが、切り取り線３０の他方側の部位３２が横方向に沿って真っ直ぐで
あってもよい。この場合にも、蓋部１５が本体部１４に対して捻じれるように開封し、ア
プリケーター２４を袋体１０に戻し易い。但し、上記の方が、袋体１０の開口部１６の長
手方向の長さを長くできる。
【００９４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容易
にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明
は、その趣旨を逸脱することなく、変更や改良され得るとともに、本発明にはその等価物
が含まれるのはいうまでもない。
【符号の説明】
【００９５】
１　タンポンの包装体、２　シート部材、
１０　袋体、１１　側方接合部（接合部）、
１２　上方接合部、１３　下方接合部、
１４　本体部、１５　蓋部、
１６　開口部、１７　溶着部、１８　重ね合せ部、
２０　アプリケーター付きタンポン、
２１　タンポン、２２　吸収体、２３　紐部材、
２４　アプリケーター、２５　外筒、２６　内筒、
３０　切り取り線、
３１　切り取り線の一方側の部位、３２　切り取り線の他方側の部位、
Ｌａ　仮想線（第２の仮想線）、Ｌｂ　仮想線、
Ｌｃ　仮想線（第３の仮想線）、Ｌｄ　接線、
Ｐ１　対向する点、ＦＬ　折れ線、
【要約】
【課題】容易に廃棄できるアプリケーター付きタンポンの包装体を提供すること。
【解決手段】シート部材（２）により形成された袋体（１０）及びアプリケーター付きタ
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ンポン（２０）を有するタンポンの包装体であり、袋体（１０）は、その長手方向に沿う
シート部材（２）の側端部が接合された接合部（１１）と、切り取り線（３０）とを有し
、袋体（１０）を長手方向の上方から見たときに、切り取り線（３０）は、接合部（１１
）に対向する点を跨ぎ、接合部（１１）を跨がず、接合部（１１）とそれに対向する点と
を結ぶ仮想線で２分される一方側の部位と他方側の部位とを有し、切り取り線の一方側の
部位と他方側の部位の少なくとも一方は、接合部（１１）に向かって長手方向の下方に傾
斜している。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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